
富士宮市地域公共交通活性化再生会議
（富士宮市）

令和５年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価
（及び地域公共交通計画の評価結果） 概要（全体）

中部様式

平成２１年 １月１５日設置

令和 ３年 ２月１８日 富士宮市第２次地域公共交通計画策定
（計画期間：令和 ３年 ４月～令和 ８年 ３月）

令和 ５年 ６月２６日 フィーダー系統 確保維持計画策定等

令和 ６年 １月１６日 令和４年度富士宮市第２次地域公共交通計画評価結果送付
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【富士宮市の概要】

・人口：12.８万人（令和5.11.1現在）

・面積：389㎢

1.【Plan】協議会等が目指す地域公共交通の姿 2

富士山の裾野に海抜35メートルから山頂まで市域
が広がる高低差日本一の自治体であり、広大な森林
や、豊富な湧水などの豊かな自然環境の恩恵を受け、
産業などがバランス良く共存しています。市域は広
く、市街地と周辺の集落地まで移動距離が長いため
公共交通の維持は大きな課題となっています。

富士宮市の公共交通体系の基本構想図



1.【Plan】協議会等が目指す地域公共交通の姿 3

目標

(１)誰もが利用できる公共交通網の維持

(２)高齢者をはじめ、地域住民の足となる

公共交通体系の整備

(３)地域や企業が支える公共交通の仕組み

づくり

(４)公共交通の利用環境の向上

【富士宮市第２次地域公共交通計画】
計画期間：令和３年～令和７年度
テーマ：持続可能な旅客サービスの確保

本市の公共交通網は、JR身延線や、富士宮駅から放
射状に幹線道路を運行する民間バス路線を基軸として、
それに連携しながら市営の「宮バス」が郊外に向けて循
環し、乗り合いの「宮タク」が自宅から街中まで面的に
補完する形で運行しています。

種類 概 要 役 割
鉄道 JR身延線（富

士宮駅、西富
士宮駅ほか）

・高速で高い輸送力により市外から広
域での移動を担う路線 駅を中心に広
域路線バスや市内幹線バスと連携

広域路線
バス（民
間 事 業
者）

山梨交通（蒲
原病院線）ほ
か

・市内から隣接する市町の拠点を結ぶ、
広域での移動を担う公共交通の基軸と
なるバス路線

市内幹線
バス（民
間 事 業
者）

富士急静岡バ
ス（北山線、
柚野線ほか）

・中心市街地と都市的居住圏内を結ぶ、
市民の日常生活の移動を担う 公共交
通の基軸となるバス路線

コミュニ
ティバス
（市営）

中央循環、北
循環、芝川路
線ほか

・中心市街地と郊外拠点を結ぶ市民の
日常生活の移動を担うバス路線 基軸
バス路線を補完

デマンド
タクシー
（市営）

市内１１エリ
アで運行

・自宅と公共施設や病院などを結ぶ乗
合タクシー 面的にサービスを提供し、
公共交通網を補完

乗用タク
シー（民
間 事 業
者）

市内タクシー
事業者
６社

・市内全域を対象とした乗用タクシー、
路線バスでは対応できないエリアや時
間帯にもサービスを提供



2.【Do】目標達成に向けた公共交通に関する主な具体的取組 4

目標(１)誰もが利用できる公共交通網の維持

目標(２)高齢者をはじめ、地域住民の足となる公共交通体系の整備

目標(３)地域や企業が支える公共交通の仕組みづくり

目標(４)公共交通の利用環境の向上

取組名称 概 要 実施結果 考察・今後の方針
バス停オーナー制度の
活用

沿線の事業者がバス停命
名権などによる資金提供を
行い運行事業をサポートす
る

R4実績：482万円の収入を
運行事業に充当し、公共交
通を地域が支える仕組みの
柱となっている

沿線の事業者の経営状況の影響を
受けるため、ｵｰﾅｰ数は減少傾向にあ
る。制度の周知と、新たな沿線事業
者の掘り起こしに努めたい。

取組名称 概 要 実施結果 考察・今後の方針
★バス路線の維持
★地域内フィーダー系
統確保維持事業

補助金を活用し、不採算路線
の運行を継続した。
【地域間幹線６路線】
【ﾌｨｰﾀﾞｰ補助3路線】ほか

民間ﾊﾞｽ利用者
R4：24.8万人
（1.6万人の増）
ｺﾐﾊﾞｽ利用者
R4：6.5万人
（3千人の増）

コロナ禍からの回復基調にある。基
幹となるバス路線の維持に取り組む
とともに、公共交通の効率的な運行
を目指す。

取組名称 概 要 実施結果 考察・今後の方針
宮タク未導入エリアで
の実証実験

市営デマンドタクシーの市
域全域運行を目指す

宮タク人口カバー率１００
%を達成した

利用者数は、順調に伸びている。継
続して利用者目線での改善に取組み、
利用者の獲得を目指す。

高齢者運転免許証自主
返納の支援

市内の公共交通で利用でき
る３万円分の補助券を交付

R4実績：552人 公共交通
に触れ生活の一部として活
用するきっかけとなった

80歳以降に運転免許返納を検討する
事例が多い。潜在的な公共交通利用
者に向けて当該制度を活用したい。

取組名称 概 要 実施結果 考察・今後の方針
宮タクの利用促進 遠方の集落から乗換えなし

に中心市街地等へ運行
改善エリア（内房エリア
等）の利用者数が伸びてい
る

地域のニーズを掴み、改善を行うこ
とで、利用者は増えるため、取組を
継続する。

公共交通のユニバーサ
ルデザイン化

タクシー事業者に向けたユ
ニバーサルデザインタク
シー導入補助

車椅子利用ができるなど、
利用者の利便性が向上した

車いす等の利用要望は高い。市民
ニーズに着実に対応することで利用
者の増加を図る。



3.【Check】計画の目標の達成状況とその理由についての考察 5

計画目標値 達成状況 考 察

１年目
（R3）

２年目
（R4）

３年目
（R5）

４年目
（R6）

５年目
（R7）

（１）誰もが
利用できる公
共交通網の維
持

公共交通利
用者2,700
人以上/日

1,893人
/日

2,102人
/日

コロナ禍以前（R1実績：
2,294人/日）の状況に未だ
戻っていないが、ゆるやか
な回復基調にある

（２）高齢者
をはじめ地域
住民の足とな
る公共交通体
系の整備

市内人口の
『宮タク』
のカバー率
100％

96％ 100％ 新エリア（芝富エリア、稲
子エリア）において宮タク
導入に向けた実証実験を行
い、人口カバー率１００
パーセントを達成した

（３）地域や
企業が支える
公共交通の仕
組みづくり

『宮バス』
のバス停
オーナー数
40人以上

33人 33人 「宮バス」沿線の事業者の
経営状況に影響を受け、
オーナー数は減少傾向にあ
る。今後は、路線上の新た
な事業者を掘り起こしバス
停オーナーの勧誘を行う。

（４）公共交
通の利用環境
の向上

市民満足度
4.1以上

3.9 4.2 地域単位において公共交通
の主な利用者層である高齢
者の外出支援が広がりつつ
ある。



4.【Act】計画目標の達成に向けた今後の取組方針 の作成

目標(１)誰もが利用できる公共交通網の維持

目標(２)高齢者をはじめ、地域住民の足となる公共交通体系の整備

目標(３)地域や企業が支える公共交通の仕組みづくり

目標(４)公共交通の利用環境の向上

その他、のりもの祭りや宮バス無料運行など、広い世代に公共交通に慣
れ親しんでもらうイベントの実施に加え、利用者等の声やニーズを分析し
選ばれる公共交通の実現を目指す
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現況：マイカー中心の
生活が浸透し、利用者
数は低迷している

取組：公共交通の維持
に向けた利用促進

方針：市民に、自ら乗って支える公共交通という意識
を持ってもらうため、公共交通の現況を理解していた
だく説明会等を事業者と協力して実施する

現況：公共交通の認知
度は高いが、利用方法
など理解されていない

取組：地域の移動支援
体制と連携した利用方
法等の周知

方針：自治会や民生委員、地区社会福祉協議会等の地
域の移動支援体制と連携し、利用方法などの周知を行
い新規利用者を獲得する

現況：バス停オーナー
数の減少が続いている

取組：路線等にとらわ
れずに支える仕組みづ
くり

方針：SDGSや脱炭素など、広く市民が共感できる
テーマを活用し、地域や企業が支えやすい仕組みにシ
フトしていく

現況：宮タクの利用者
数は、順調に伸びてい
る

取組：宮タクの更なる
利用促進

方針：事業者と協力し、地域住民のニーズを捉えなが
ら、買い物などの目的に沿った新たなサービスを提供
する

計画目標 現況 取組 現在の到達点 今後の取組方針
(１ )誰もが利
用できる公共
交通網の維持

マイカー中心の生活
が浸透し、利用者数
は低迷している

補助金を活用し、
不採算路線の運行
を継続するととも
に、公共交通の維
持に向けた利用促
進を実施

市民に、自ら乗って支える
公共交通という意識を持っ
てもらうため、公共交通の
現況を理解していただく説
明会等を事業者と協力して
実施する

(２ )高齢者を
はじめ、地域
住民の足とな
る公共交通体
系の整備

少子高齢化が進行し
潜在的な交通弱者が
増えている

体が不自由な方や
バス停等から遠い
方の足として「宮
タク」の市内全域
運行を実現する

自治会や民生委員、地区社
会福祉協議会等の地域の移
動支援体制と連携し、更な
る周知に努める。

(３ )地域や企
業が支える公
共交通の仕組
みづくり

バス停オーナー数の
減少が続いている

地域に親しまれ、
支えられる公共交
通の仕組みづくり

SDGSや脱炭素など、広く市
民が共感できるテーマを活
用し、地域や企業が支えや
すい仕組みにシフトしてい
く

(４ )公共交通
の利用環境の
向上

公共交通の認知度は
高いが、利用方法な
ど理解されていない

宮タクの更なる利
用促進

事業者と協力し、地域住民
のニーズを捉えながら、買
い物などの目的に沿った新
たなサービスを提供する

1500
2000
2500

公共交通利用者数

0

50
バス停オーナー数

93
95
97
99

宮タクカバー率

3.6

4.1

4.6 市民満足度



5.直近2年間の二次評価の活用・対応状況
年
度

二次評価結果
事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

前
回

【評価できる取組】
宮バスについては、イベントにあわ

せて無料運行等を実施しており利用者
増を図っていることを確認しました。

・令和５年度も、のりもの祭りを開
催し、無料運行などの取り組みを
行った。

公共交通を広い世代に認
識していただける活動を
増やしていく。

【評価できる取組】
宮タクについては、計画どおり未導

入エリアへの運行を開始し、カバー率
100％となったことを評価します。

・『宮タク稲子エリアと芝富エリア
の実証実験』を継続中。令和６年４
月からの本格運行を目指している。

各地域住民と連携した利
用促進活動を行う。

【期待する取組】
宮バスについて、コロナ禍からの利

用者数の回復の動きが進まないことか
ら、原因分析及び運行内容の見直しを
行い、さらなる利用促進を図ることを
期待します。

・令和５年９月に令和５年度公共交
通ＰＤＣＡ事業評価を行った。
また、運行事業者と利用者数の回復
に向けた原因分析及び運行内容の見
直しの可能性を探っている。

引き続き事業評価を行い、
適正な公共交通の運営に
努めたい。

【期待する取組】
市内を運行する地域間幹線系統のうち

輸送量が減少している系統について、
県・市町・事業者間で認識の共有を行う
とともに、当該系統の利用促進や系統維
持に向け、関係者間で連携して取組を実
施されるよう期待します。特に、「新富
士線」は２年連続で輸送量が15人を割っ
ている危機的な状況であり、このままで
は、当該系統の存続が危ぶまれるため、
早急に対策を講じるようお願いします。

・地域公共交通活性化再生会議にお
いて、地域間幹線の状況を、関係者
と共有した。

輸送量が低迷している地
域間幹線系統の利用が伸
びるように関係者と連携
し取り組んでいく。
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※前回：４年３月１０日



5.直近2年間の二次評価の活用・対応状況

※前々回：３年３月１０日
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年
度

二次評価結果
事業評価結果の反映状況
（具体的対応内容）

今後の対応方針

前
々
回

【評価できる取組】
令和４年度に未導入エリアへの宮タ

ク導入を計画していることが確認でき
ました。
宮タクを活用したワクチン接種者輸送
を行うことで、移動手段のない接種者
の輸送とあわせ、利用促進を図ったこ
とを評価します。

・令和４年１０月から令和６年３月
までを期間とする『宮タク稲子エリ
アと芝富エリアの実証実験』を実施
し、市内全域での宮タクの利用開始。
・65歳以上の市民などを対象に無料
の宮タクワクチン接種便を自宅から
集団接種会場まで運行。

稲子エリアと芝富エリア
の実証実験後の令和６年
４月からの本格運行する
ために、普及啓発活動を
行う。また、宮タクワク
チン接種便については、
利用者令和５年３月まで
運行予定。

【期待する取組】
乗り継ぎを含めた利便性の向上を図

る等、宮バスの利用促進策をご検討く
ださい。

・令和４年１０月から宮バスの新車
両を導入
・北循環の運行経路を新しくできた
道路に変更し利便性を向上。

宮バスの利便性の向上に
ついて検討し、利用促進
を継続していく。

【期待する取組】
令和３年に策定した第２次地域公共

交通計画に基づき、毎年度の事業評価
の実施をお願いします。

令和４年９月に令和４年度公共交通
ＰＤＣＡ事業評価を行った。

引き続き毎年度事業評価
を行っていく。

【期待する取組】
市内を運行する地域間幹線系統のう

ち輸送量が低迷している系統について、
現状や問題意識を県・関係市町村・関
係事業者と共有すると共に、当該系統
の必要性に応じ、利用促進や系統維持
に向け県や関係者と連携して取組を実
施されるよう期待します。

・令和４年９月８日の地域公共交通
活性化再生会議において、地域間幹
線について単独維持困難路線に係る
申出や現況を、関係者と共有した。
10月に行った『のりもの祭』(啓発イ
ベント)では、富士急静岡バス㈱や山
梨交通㈱の協力で、ミステリーツ
アーの開催や、押しブザーの展示な
どで路線バスの魅力を発信した。

輸送量が低迷している地
域間幹線系統の利用が伸
びるように関係者と連携
し取り組みを継続する。



6.計画・評価の推進体制

富士宮市地域公共交通活性化再生会議のPDCA評価の推進体制
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令和５年度の地域公共交通活性化再生会議の実施状況（主な議題）
第１回： 令和５年 ５月１９日 ：令和４年度事業報告、令和５年度の事業計画
書面議決 ６月１０日～１０日：生活交通確保維持改善計画の承認
第２回： ９月 ８日 ：PDCA事業評価（令和４年度分）、市営バス等の運行に係る申出
第３回： １１月 ー ：中止
第４回： 令和６年 １月１６日 ：令和６年度生活交通確保計画案について

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

活性化再生会議 ① 書面 ② ③ ④

主な行事

実施すること

確保維持改善計画
◆

運行形態変更
の承認

★

第三者評価委員会
◆

利用者アンケート市民アンケート
・各項目の分析評価
・運行形態についての
検討

評価の報告
★

D

C

計画に基づく事業実施

改善と反映

P C

A A



（別添１）

令和6年1月16日

協議会名：

評価対象事業名： 地域公共交通確保維持事業（陸上交通における地域内フィーダー系統）

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

【補助対象となる事業者
名等の名称を記載】

【系統名・航路名・設備名、運行（航）区間、整備
内容等を記載（陸上交通に係る確保維持事業に
おいて、車両減価償却費等及び公有民営方式車
両購入費に係る国庫補助金の交付を受けている
場合、離島航路に係る確保維持事業において離
島航路構造改革補助（調査検討の経費を除く。）
を受けている場合は、その旨記載）】

【事業評価の評価対象期間
において、前回の事業評価
結果をどのように生活交通
確保維持改善計画に反映さ
せた上で事業を実施したか
を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に基づく事業が適切に実
施されたかを記載。計画どおり実
施されなかった場合には、理由
等記載】

A
・
B
・
C
評
価

【計画に位置付けられた定量的
な目標・効果が達成されたかを、
目標ごとに記載。目標・効果が達
成できなかった場合には、理由
等を分析の上記載】

【事業の今後の改善点及びより適切な目標を記
載。改善策は、事業者の取り組みだけでなく、地
域の取り組みについて広く記載。特に、評価結果
を生活交通確保維持改善計画にどのように反映
させるか（方向性又は具体的な内容）を必ず記載
すること。】
※なお、当該年度で事業が完了した場合はその
旨記載

富士急静岡バス
株式会社

市営バス「宮バス東南循環
（内回り ）」

富士急静岡バス
株式会社

市営バス「宮バス東南循環
（外回り）」

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

A 計画どおり実施された C

事業費に対する運賃収入
等の収支割合は、47%で、
目標値の50%を下回った。
燃料費高騰や運転手不足
などの影響を受け運行経
費が増大したことが要因と
考えられる。
利用者数は519人/月で目
標値の697人/月を下回っ
た。　　運行経路における
主要な目的地が病院等に
限られていることが要因と
考えられる。

・令和５年９月に令和５
年度公共交通ＰＤＣＡ事
業評価を行い、運行事
業者と利用者数の回復
に向けた原因分析及び
運行内容の見直しの可
能性を探っている。

・公共交通を利用する
きっかけづくりとして、の
りもの祭りや宮バス無
料運行など、広い世代
に公共交通に慣れ親し
んでもらうイベント等を
実施した。

自治会などの協力の下、地域の
会合や寄り合い処等で公共交通
の現状や課題を理解していただ
く説明会等を行う。

アンケート調査を実施し、利用者
のニーズ把握に努め、地域に即
した運行や、利用者目線での
サービスの提供を検討する。

富士宮市地域公共交通活性化再生会議

富士急静岡バス
株式会社

市営バス「宮バス北循環
（内回り・外回り）」

A 計画どおり実施された。 B

事業費に対する運賃収入
等の収支割合は、41%で、
目標値の50%を下回った。
燃料費高騰や運転手不足
などの影響を受け運行経
費が増大したことが要因と
考えられる。
利用者数は939人/月で目
標値の921人/月を上回っ
た。

資料１
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（別添１－２）

令和6年1月16日

協議会名：

評価対象事業名：

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

富士宮市は富士山の西南麓に位置し、日本一標高差が大きい（35ｍから3776ｍ）市である。面積は389㎢と広大で市域のほとんどは斜面で、徒歩や自
転車の移動は困難な地域であり、マイカーの依存度が高い。近年、高齢者による交通事故の割合が増加していることが問題となっており、今後、さらな
る高齢化が見込まれる中、高齢者をはじめとする交通弱者のマイカー以外の移動手段を確保する必要がある。
地域間幹線系統のバス路線へと接続するフィーダー系統などの市営バス路線をはじめ、他の公共交通と有機的に連携を深めることにより、市域全体の
公共交通の機能充実や広域的な交通ネットワークの構築を図るとともに、地域の実情に即した便利な生活交通の確保に努め、マイカーから公共交通へ
の転換を促し、持続可能な公共交通の実現を目指す。

富士宮市地域公共交通活性化再生会議

地域公共交通確保維持事業（陸上交通における地域内フィーダー系統）


